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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社グループは、「全ての企業不動産へのソリューションを通じて、日本の経済・産業に貢献する。」を企業理念としており、これを実現し、企業価
値のさらなる向上を目指すため、コーポレート・ガバナンスを経営統治の重要な機能と位置づけ、コーポレート・ガバナンス体制の強化及び充実に
努めており、コンプライアンスの徹底、経営の透明性と公正性を確保し、企業価値の最大化を図ることを基本的な考え方としております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

宮寺之裕 1,768,000 41.35

株式会社フィールド・パートナーズ 404,091 9.45

合同会社ステルラ 134,000 3.13

高野文宏 100,000 2.34

エムエル・エステート株式会社 90,919 2.13

株式会社シーアールイー 90,000 2.10

合同会社ティー・エム・ティー 77,271 1.81

野村證券株式会社 70,900 1.66

MSIP CLIENT SECURITIES

(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)
69,400 1.62

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC)

（常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）
55,707 1.30

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 グロース

決算期 8 月



業種 不動産業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 9 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 4 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 1 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

髙橋崇晃 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）



k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

髙橋崇晃 ○ 該当事項はありません。

髙橋崇晃は、不動産業界における豊富な知識
や経験及びファイナンスに関する知識を有し、
上場企業の代表取締役副社長を務めた経験な
ど経営管理業務全般を管掌してきた経験も活
かし、取締役の業務執行について不動産取引
の個別案件から経営全般に亘るまで幅広く客
観的な立場から監督していただくとともに、経営
全般に対する助言をいただけるものと判断し、
社外取締役として選任しています。

同氏は、東京証券取引所の定める独立役員要
件を満たしており、一般株主と利益相反の生じ
る恐れはないと判断し、独立役員に指定してお
ります。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

― ― ― ― ― ― ― ―

報酬委員会に相当
する任意の委員会

報酬諮問委員会 6 0 2 1 0 3
社外取
締役

補足説明

取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的とし、取締役会の諮問機関として設置されております。
取締役の報酬改定時、新規取締役の就任時に開催し、在任年数、業界水準、従業員給与の水準等を考慮した上で、代表取締役が個別報酬の配
賦原案を作成し、報酬諮問委員会での諮問を経て、代表取締役が決定するものとすることとしております。なお、委員のうち過半数は社外役員と
し、かつ委員長を社外役員の中から選任することで、客観性、透明性を高めることとしております。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役、会計監査人及び内部監査担当者は定期的に会議を開いて相互に協力し、監査役と会計監査人は会計監査の品質向上を図り、監査役と
内部監査担当者は、経営または業務全般の監査の品質向上を図っております。具体的には以下の連携を行っております。

・監査役と内部監査担当者との連携

日常的に適宜会合を持ち、密接に情報交換・連携を実施して、監査活動にあたっております。

・監査役と会計監査人との連携

定期的に会合を持ち、情報交換を実施して、監査の充実に努めております。



・内部監査担当者と会計監査人との連携

定期的に会合を持ち、情報交換を実施しつつ、必要に応じ会合を持ち、内部統制の整備状況の相互確認を実施しております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

岡崎茂一 他の会社の出身者

川口幸作 弁護士

鈴木雅也 公認会計士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

岡崎茂一 ○ 該当事項はありません。

岡崎茂一は、大手不動産事業会社において、
不動産仲介、マンション開発及び不動産証券
化に関する業務に従事するとともに、大手事業
会社とのCRE推進業務にも携わるなど、不動産
ならびにCREに関する業務について、幅広い業
務経験と知見を有し、人格・見識ともに優れた
人物であり、今後も客観的かつ高度な視点から
当社の経営全般についての監督の役割を担う
に相応しいことから、社外監査役として選任し
ています。

また、東京証券取引所の定める独立役員要件
を満たしており、一般株主と利益相反の生じる
恐れはないと判断し、独立役員に指定しており
ます。

川口幸作 ○ 該当事項はありません。

川口幸作は、弁護士として法律に関する高い
専門性を有し、上場企業の監査等委員を務め
ていることから、豊富な経験と高い見識を活か
して、取締役の職務執行に関する監督・助言等
をいただくことを期待して、社外監査役として選
任しています。

また、東京証券取引所の定める独立役員要件
を満たしており、一般株主と利益相反の生じる
恐れはないと判断し、独立役員に指定しており
ます。



鈴木雅也 ○ 該当事項はありません。

鈴木雅也は、公認会計士として会計に関する
高い専門性を有し、上場企業の監査等委員を
務めていることから、豊富な経験と高い見識を
活かして、取締役の職務執行に関する監督・助
言等をいただくことを期待して、社外監査役とし
て選任しています。

また、東京証券取引所の定める独立役員要件
を満たしており、一般株主と利益相反の生じる
恐れはないと判断し、独立役員に指定しており
ます。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充足するすべての社外取締役及び社外監査役を独立役員として指定し、独立役員は4名体制となります。今後、一般株主の利
益保護となる視点の意見を今以上に多方面から検討し、有効活用してまいります。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

当社業績に対する貢献意欲や士気を一層高めるとともに、企業価値の向上と経営体質のさらなる強化を図ることを目的とし、ストックオプション制
度を導入しているほか、譲渡制限付株式報酬制度を採用しております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、社外監査役、従業員、その他

該当項目に関する補足説明

社内取締役、従業員については、役職や今後の当社への業績貢献の期待、企業価値向上の寄与等に応じて決定することとしております。社外監
査役については株主の観点に基づく中長期的な企業価値向上に資する監査・監督機能強化を踏まえて、また、当社の業務委託先等の社外協力
者については当社への貢献及び将来にわたる貢献期待が見い出される際に付与を決定することとし、当社の業績向上や企業価値向上に対する
貢献意欲や士気を高めるとともに、株主を重視した経営を一層推進することを目的としております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

有価証券報告書及び事業報告において、役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数について記載してお
ります。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり



報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

１.基本方針

当社の取締役の報酬は、中長期に亘る企業価値の持続的な向上を図ることを重要視した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては
各取締役の職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬（金銭報酬）と非金銭報酬とし
て譲渡制限付株式報酬で構成し、社外取締役については、その職務における独立性を考慮し、基本報酬のみとする。

２.基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）

　(1) 当社の取締役（社外取締役を除く。）の基本報酬は月別の固定報酬とし、役位及び職責に応じた当社への業績貢献度合い、在任年数に応じ

て他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。

　(2) 社外取締役の基本報酬は、月別の固定報酬とし、職責と責任および他社水準等を勘案して決定するものとする。

３.非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）

　(1) 非金銭報酬は、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進め

ることを目的とした報酬として、譲渡制限付株式報酬を支払うものとする。

　(2) 譲渡制限付株式報酬の具体的な付与数は、各取締役の役位、職責を踏まえて決定し、取締役会において個人別割当株式数を決議し、毎年

一定の時期に付与することができるものとする。

４.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法

　取締役の個人別の報酬額については、代表取締役が株主総会において決議された取締役の報酬限度額の範囲内で、上記方針を基に各取締
役の基本報酬の額、非金銭報酬の額、ならびにその割合について総合的に勘案して報酬原案を作成し、取締役会の諮問機関である任意の報酬
諮問委員会の審議・答申を受けて、取締役会が各取締役の報酬等を決定する。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役及び社外監査役へのサポートはコーポレート本部にて行っております。取締役会の資料は、原則としてコーポレート本部より事前に配
布し、社外取締役及び社外監査役が十分な検討をする時間を確保するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

イ.取締役及び取締役会

当社の取締役会は、社外取締役１名を含む取締役４名で構成され、当社の事業運営に関する重要事項、法令で定められた事項に関する意思決
定を行っております。原則として、代表取締役社長が議長となり、毎月１回の定例取締役会の開催に加え、必要に応じて臨時取締役会をその都度
開催しております。稟議規程において決裁権限を明確化し、重要な意思決定については取締役会において、審議の上、決定しております。加え
て、取締役会は中期経営計画及び年度計画を定め、当社として達成すべき目標を明確化するとともに、部門ごとに業績目標を明確化し、その進捗
を毎月１回開催する定時取締役会に報告させ、業務執行を監督します。

また、取締役会には全ての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。社外取締役は上場企業の副社長を務
めた経験を有するなど、より広い視野に基づいた経営意思決定と社外からの経営監視を可能とする体制となっております。

ロ.監査役及び監査役会

当社はガバナンス強化の観点より、単独で権限行使ができる独任制であり、常勤監査役を含めた監査役会設置会社を採用しております。常勤監
査役１名及び非常勤監査役２名で構成されており、３名いずれも社外監査役であります。当社は、専門的知識や長期にわたる諸経験を持ち、当社
の経営をその広く深い見地から監視・監査できる人材を監査役として選任しておりますが、特に社外監査役が企業統治において果たす役割は、そ
の高い独立性及び専門的な見地から、客観的かつ適切な監視、監督を行うことにより、当社の企業統治の有効性を高めることであります。

各監査役は、監査役会にて定めた監査計画、監査の方針、業務分担などに従い、取締役の業務執行の適法性について監査しております。定例の
監査役会は、常勤監査役が議長となり毎月１回開催され、相互に職務の状況について報告を行うことにより監査業務の認識を共有化しておりま
す。

ハ.内部監査室

当社は独立した内部監査室を設置しており、当社の内部監査は、コーポレート本部を兼務している内部監査室長１名と営業本部のディレクターの
１名が内部監査担当者として内部監査を実施しております。コーポレート本部については営業本部の内部監査担当が監査を実施し、その他の部
門については内部監査室長が監査を実施し、自己監査にならないようにクロス監査を採用しております。また、内部監査室は監査役会及び会計
監査人と定期的に情報交換を行い相互に連携をとることで、内部監査の充実を図っております。

ニ.会計監査人

当社は、ESネクスト有限責任監査法人と監査契約を締結し、適切な監査が実施されております。当社と同監査法人及び当社監査に従事する同監
査法人の業務執行社員との間には特別な利害関係はありません。

ホ.コンプライアンス・リスク管理委員会

コンプライアンス・リスク管理委員会は、コンプライアンス・オフィサーが委員長となり、当社のコンプライアンス及びコンプライアンス体制に関する事
項等の決議及び報告、利害関係者取引の承認機関、並びに当社全体のリスク管理及びリスク管理体制に関する事項を決議及び報告等を行って
おります。2024年８月期は４回開催し、コンプライアンス・プログラムの策定と進捗報告、リスク評価に関する報告など議題としております。

ヘ.報酬諮問委員会

当社は、取締役の報酬等にかかる取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として、報酬諮問



委員会を設置しております。報酬諮問委員会は、委員3名以上（うち、過半数は社外役員でなければならない）で構成し、委員長を同委員会の決議
により選出した社外役員とすることとし、これにより委員会の独立性・客観性を高めております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

経営戦略を迅速に実行していく必要がある一方で、経営の健全性、客観性及び適正性を確保するため、コーポレート・ガバナンス体制の整備・強
化に取り組んでまいりました。現状のコーポレート・ガバナンス体制では、社外取締役及び社外監査役が客観的かつ中立的な立場から監督及び
監視を行うことができており、また監査役、内部監査室及び会計監査人が相互連携を図ることで、社内外からの経営監視機能が十分に発揮され
る体制が確保できていることから、現状のコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
株主の皆様が議案検討時間を十分に確保していただけるよう、株主総会招集通知の早
期発送に努めております。

集中日を回避した株主総会の設定
より多くの株主の皆様にご参加頂けるよう、開催日の設定に関しては集中日を避けるよう
留意して取り組んでおります。

電磁的方法による議決権の行使
より多くの株主の皆様に議決権を行使していただけるよう、議決権行使の電子化の実施し
ております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

今後検討して行く予定であります。

招集通知（要約）の英文での提供
現在具体的な検討は行っておりませんが、今後必要性を勘案して検討していく予定であり
ます。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
当社の経営戦略や財務状況等に関する情報を「正確」「公平」かつ「適時」に提
供し、その内容を的確に理解していただけるようディスクロージャーポリシーを
定め、当社ホームページにて掲載しております。

個人投資家向けに定期的説明会を開催
個人投資家に向けた決算説明を随時開催しており、主に代表者が説明をおこ
なっております。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

四半期決算ごとに、アナリスト・機関投資家に向け決算説明を開催しており、主
に代表者が説明をおこなっております。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
四半期決算後説明会後に海外の機関投資家と個別のIR面談を実施しており、
主に代表者が説明を行っております。

あり

IR資料のホームページ掲載

以下当社ホームページにてIRサイトを開設し、決算情報（決算短信・四半期決
算短信）及び決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書を掲載しており
ます。

https://ccreb.jp/ir/

IRに関する部署（担当者）の設置 広報・IR室を設置し、IRに関する業務を担当しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況



補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社は、株主、取引先等ステークホルダーの信頼を得ることが、事業成長のために最も重
要な事項と考えております。当社では、コンプライアンス規程を制定し、役職員に周知する
とともに、日常の業務遂行において法令遵守を徹底しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

「全ての企業不動産へのソリューションを通じて、日本の経済・産業に貢献する。」という企
業理念のもと、不動産テック等の新しい技術を活用しながら、企業不動産へのソリューショ
ンを通じた事業活動を進めていくことで、サステナブルな社会の構築を目指してまいりま
す。

社名の由来となっている”Re Born”のコンセプトのもと、企業へのＣＲＥソリューションを提

供する中で、事業拠点の再編や保有資産の有効活用など「今あるものを活かしながら」経
済成長を目指す取組み、また工場や研究所等の事業用不動産に対する土壌汚染などを含
む「環境汚染への適切な措置」を講じていく取組みを進めてまいります。また、自社のみな
らず同業界・他業界の幅広い企業との業務提携によって取組みの効果を広げ、より高い目
標を達成できるよう努めることで、サステナブルな社会の実現を目指し、事業の運営を通じ
てサステナビリティへの取組みを進めてまいります。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社は、四半期決算及び年度決算終了後の決算説明会を定期的に開催することに加え、
個人投資家向け説明会の実施や機関投資家へのIR訪問を実施しております。さらに、当
社のホームページ内にIR専門サイトを開設し、当社の情報を速やかに発信できる体制を構
築し、株主や投資家をはじめとする全てのステークホルダーの皆さまに対して積極的なディ
スクロージャーを実施しております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

１．取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

取締役会規程に基づき、取締役会を原則として月に１回開催することとし、取締役間の情報共有を図ることとする。また、コンプライアンス担当責
任者が委員長を務め、代表取締役、取締役、本部長、外部専門家により構成されるコンプライアンス・リスク管理委員会を定期的に開催し、コンプ
ライアンス・プログラムを策定のうえ、従業員への教育を行うことなど、コンプライアンスの強化を計画的に遂行する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

法令及び文書管理規程等の社内規程に基づき、取締役の職務の執行に係る情報（株主総会議事録、取締役会議事録、稟議書、契約書等）を保
存・管理し、取締役、監査役及び内部監査室が随時閲覧できる体制を整備する。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(１)リスク管理規程に基づいて業務を遂行する上でのリスクを積極的に予見し、適切に評価することに　よって、また、有事の際には代表取締役社
長がリスク管理統括責任者となり、コンプライアンス・リスク管理委員会を組織した上で迅速に対応する体制を整備する。

(２)各種連絡会議や経営会議等の会議体において重要事項を適時に共有し、リスクへの対応を迅速に行う体制を構築する。

(３)内部監査担当者による内部監査がリスクを早期に識別し、解消を図るための自浄作用の機能を果たすものとする。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(１)組織規程、稟議規程、職務権限表等により取締役の権限と責任や重要会議体への報告義務を負う範囲等を明確化し、取締役の職務の執行
が効率的に行われるように職務を分掌する。

(２)重要事項については経営会議において事前に共有のうえ協議し、取締役会における迅速かつ適正な意思決定を推進する。

５．当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(１)子会社の事業展開及び事業計画の進捗を把握・管理するため、当社が定める「関係会社管理規程」に基づき、特定の事項については、子会社
より事前に報告させ、当社にて事前の承認を行う体制とする。

(２)当社の監査役及び内部監査室が子会社の監査を行い、子会社の業務が適正に行われているか確認・指導を行うものとする。

(３)当社が定める「関係会社管理規程」及び子会社の稟議規程、決裁権限規程等により、当社及びその子会社の取締役の権限と責任や重要会議
体への報告義務を負う範囲等を明確化し、当社およびその子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われるように職務を分掌する。

(４)当社及び子会社の重要事項については当社経営会議において事前に共有のうえ協議し、子会社及び当社の迅速かつ適正な意思決定を推進
する。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、その使用人の取締役からの独立性に関す
る事項、及び使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項

(１)現在、監査役の職務を補助すべき使用人は配置していないが、必要に応じて監査役と協議のうえで同使用人を配置することができるものとす
る。

(２)使用人を設置する場合には、同使用人の監査役補助業務については監査役の指揮命令系統下に入るものとし、取締役及び他の業務執行組
織の指揮命令は受けないものとする。

(３)監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役からの指名により決定し、同使用人の人事異動及び考課については監査役の同意を得ることと
する。

７．当社並びにその子会社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制

(１)当社並びにその子会社の取締役及び使用人は、会社に著しい影響を及ぼす事実について、当社の監査役に速やかに報告することとする。

(２)常勤監査役は当社の各種連絡会議及び経営会議に出席し、また、各監査役は月に１回開催される当社取締役会に出席することにより、取締
役及び使用人が重要な事項を報告することができる体制を整備する。

８．前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制　

監査役への報告を行ったことを理由として、当該報告をした者に対し、不当な扱いを行うことを禁止し、また、懲戒その他の不利益処分の対象にな
ることがないことを周知徹底するものとする。

９．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針

監査役の職務の執行に関する費用等について請求があった場合には、当該請求が監査役の職務執行に明らかに必要でないと認められる場合を
除き、所定の手続きに従いこれに応じるものとする。

１０．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制



(１)代表取締役社長と監査役は適宜意見交換を行っております。

(２)監査役は必要に応じて、社外の弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴取することができる体制とする。

１１．反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況

反社会的勢力対応に関する基本方針に基づき、いかなる場合においても反社会的勢力に対し、金銭その他の経済的利益を提供しない方針とす
る。また、必要に応じて警察や弁護士等の外部の専門機関と連携し、体制の強化を図るものとする。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

１．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

　当社及び当社子会社は、暴力団を始めとする反社会的勢力と一切の関係をもたないことを基本姿勢とし、「反社会的勢力に対する基本方針」を
定めたうえで、自社コーポレートサイトで公表し、かつ遵守することを宣言しております。

２．反社会的勢力排除に向けた整備状況

　反社会的勢力対応規程を制定し、反社会的勢力対応部署をコーポレート本部と定めております。そのうえで、新規取引先等、また既存取引先に
対しては継続的に、外部機関の情報検索等の利用により審査を行い、契約等で暴力団排除条項等を盛り込むなどの対応をおこなっています。ま
た、外部専門機関と連携することとし、有事の際の協力体制を構築しています。全体会議などの機会を利用し、また研修等を通じて、定期的にそ
の内容の周知徹底を図っております。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社グループの会社の機関・内部統制システムの体制及び適時開示体制に関する模式図は以下の通りです。
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